
町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問

住民生活課

今年度2回目の
古着･古布回収を実施します！

　不燃ごみの減量と金属資源リサイクル推進のため、小型
家電製品の回収を行っています。
【回収ボックス設置場所】
・美郷町役場(正面玄関風除室内)
・六郷出張所(正面玄関風除室内)
・仙南出張所
　（正面玄関をまっすぐ入り､美郷町公民館ロビー内）

小型家電製品を回収しています！

　今月の粗大ごみの収集は、下記のとおりです。
収 集 日●7月16日㈭
申込期間●7月6日㈪～7月13日㈪
　　　　　（平日の午前8時30分から午後5時まで）

今月の粗大ごみ収集について

回　収　品　目

　可燃ごみの減量とリサイクル推進のため、古着・古布の
回収を行います。回収した古着・古布は海外等で再利用さ
れるほか、繊維材料としても活用されます。
日　　時●7月12日㈰　午前９時～午後4時
開設場所●美郷町古布回収倉庫
　　　　　（美郷中学校セミナーハウス北西側）
※美郷中学校～六郷
　わくわく園を目指し
　てお越しください。
回収日には「のぼり」
　を掲げています。

美郷中学校

六郷わくわく園
美郷中学校
セミナーハウス

ここ

　事前に美郷町シルバー人材センター
への申し込み（☎0187（84）0307）と
収集券の購入が必要です。
※詳しくは｢美郷町家庭ごみの分け方･
　出し方｣4ページをご覧ください。

ー
と

　アイロン、ドライヤー、携帯電話、スマートフォン、ビデオ
デッキ、ＨＤＤレコーダー、デジタルカメラ、ゲーム機、ACア
ダプター･充電器、各種ケーブル、基盤類、電気式炊飯器、
ラジカセ、時計、電子手帳、電卓、パソコンなど

回収できないもの

回収できるもの

　ふとん､まくら､座ぶとん､布の切れ端･
糸くず､電気毛布､帽子、かばん､靴､濡れ
ているもの、汚れているもの､ペットに使
用していたもの

の

端･
れ
使

※詳しくは｢美郷町家庭ごみの分け方･
　出し方｣２、３ページをご覧ください。

古着類､シーツ､毛布(電気毛布を除く)､
タオル､着物･帯､背広等で洗濯済みのもの

※内容物が分かるように透明または半透明な袋に入れ、必
　ず口(くち)を結んで持参してください。また、新品衣類包
　装やクリーニング後の札などは外してください。

上記の古着・古布回収の際にもお受けします

教育推進課

町教育委員会　教育推進課　幼児総務班 ☎0187（84）4914問

放課後児童支援員を募集します
　美郷町内の放課後児童クラブで勤務していただける
方を募集します。保育士や教員免許などの資格をお持ち
の方はもちろん、資格をお持ちでない方も支援補助員と
して勤務可能です。
募集人数●若干名
就業時間●午後1時30分～午後6時30分
　　　　　月曜日～金曜日　1日5時間
　　　　　※土曜日、学校長期休業中は午前7時30分か
　　　　　　ら午後6時30分までの間で交代勤務
　　　　　※利用者の状況により時間外勤務あり

勤務場所●町内の放課後児童クラブ
時　　給●891円～919円（通勤手当あり）
加入保険等●雇用保険、健康保険、厚生年金等
応募方法●履歴書を作成のうえ、ハローワークを通じて
　　　　　応募してください。
応募期限●7月31日㈮

ハローワーク大曲　☎0187（63）0335
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町福祉保健課　医療保険班　☎0187（84）4907問

町福祉保健課　福祉班　☎0187（84）4907問

　高齢者福祉事業を計画的に推進するため、このたび「美
郷町高齢者福祉計画」の第６期計画（令和３年度～令和５年
度）を策定します。
　本計画の策定にあたり、高齢者向けの福祉サービスを利
用されている方やご家族の方にもご参加いただきたく、次
のとおり策定委員を募集します。
募集人数●２名　※応募者多数の場合は抽選により決定
　　　　　　　　　させていただきます。

応募資格●現に高齢者福祉サービスを利用している方ま
　　　　　たは自宅で高齢者を介護している方で、平日
　　　　　の会議（令和3年3月までに3回程度開催予定）
　　　　　に出席できる方
応募方法●下記へ「氏名・住所・生年月日・電話番号」を電話
　　　　　でお知らせください。
応募期限●7月13日㈪

美郷町高齢者福祉計画策定委員を募集します

福祉保健課

秋田県福祉相談センター主催

福祉医療費受給者証更新のお知らせ
　８月１日㈯は福祉医療費受給者証（マル福）の更新日とな
っています。対象者には７月中に更新後の受給者証を送付
しますので、更新日以降は必ず送付された受給者証を受診
する医療機関の窓口に提示してください。なお、所得審査
により非該当となる方にはその旨を通知します。

　これまで中学生は、保護者に住民税の所得割が課税され
ている場合、1医療機関につき上限額1,000円の自己負担額
がありましたが、8月1日㈯からは町独自の取り組みとして、
自己負担額が無料になります。

■乳幼児および小中学生の区分

身体障がい（肢体）巡回相談を開催します
　肢体に障がいのある方を対象とした巡回相談を開催し
ます。身体障害者手帳や補装具の交付・修理などについて、
医師や専門業者が直接相談に応じます。相談料や診察料
は掛かりませんので、お気軽にご来場ください。

対 象 者●障害区分が「肢体」の方
日　　時●7月2日㈭　午前10時～正午
受付時間●午前9時30分～午前11時30分
会　　場●大曲中央公民館（大仙市大曲日の出町）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の症状がある場合は来場の自粛をお願いします。
　①３７.５℃以上の発熱　②風邪症状　③強いだるさ（倦怠感）　④息苦しさ（呼吸困難）
　なお、体調に不安のある方は後日、個別に相談させていただきます。
※来場にあたってはマスクの着用にご協力をお願いします。
※秋田県内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大や緊急事態宣言を受け、知事からの要請に基づき中止とな
　ることも想定されます。その場合は改めてご連絡します。

中学生の自己負担額がなくなります！

町福祉保健課　地域包括支援班　☎0187（84）4907申・問

対象区分 対　象　者

乳幼児および
小中学生

15歳以下の児童（中学校３年生以下）
※父母の住民税所得割課税状況により、受給
　者証が右表のとおり変更となる場合があり
　ます。

ひとり親家庭
の児童

高齢身体
障がい者

重度心身
障がい(児)者

18歳以下の母子、父子家庭および両親のい
ない児童等（高校３年生以下）

身体障害者手帳４級から６級を所持している
方（65歳以上）

身体障害者手帳１級から３級または療育手帳
Ａを所持している方

■福祉医療費受給者証更新対象者

※受給者証の色が変更になった方は、受給者証の番号も変更になる場合があります。

年齢区分 父母の
住民税所得割

受給者
証の色

医療機関での
自己負担

黄または
橙 なし

非課税 白 なし未就学児

課税
白 なし

黄または
橙

白 なし

なし

0歳

1歳以降

非課税
小学生

課税

黄または
橙 なし

白 なし非課税
中学生

課税
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